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３月定例会提出議案

KAS
UMIGAU

RA
平成28年 第 1 回定例会

平成28年第１回定例会が、３月１日から３月23日までの23日
間の会期で開催されました。今定例会では、一部の案件以外につ
いては、『平成28年第１回定例会議案審査特別委員会』を設置のう
え付託し慎重審査を行いました。また、３月２日から４日の３日
間において一般質問（後頁P10～13）を行いました。

非
常
勤
特
別
職
の
設
置
等
に
伴

い
、
報
酬
及
び
費
用
弁
償
を
規
定

す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。

　
国
及
び
他
の
自
治
体
の
給
与
制
度

と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
７
号

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で

常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
８
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　
　▼

▼ 

議
案
第
９
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
共
施
設
等
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
推
進
委
員
会
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
本
市
の
公
共
施
設
等
の
総
合
的
か

つ
計
画
的
な
管
理
を
推
進
し
、
そ

の
最
適
化
を
図
る
に
あ
た
っ
て
、

専
門
的
見
地
か
ら
の
助
言
等
を
得

る
た
め
、
学
識
経
験
者
等
を
構
成

員
と
し
、
必
要
な
調
査
等
を
行
う

付
属
機
関
を
設
置
す
る
た
め
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
３
号

か
す
み
が
う
ら
市
企
業
立
地
促
進
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
４
号

か
す
み
が
う
ら
市
人
事
行
政
の
運
営

等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行

政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
全
部

が
改
正
さ
れ
、
平
成
28
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
５
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
、
平
成
28
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 
議
案
第
６
号

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼ 

報
告
第
１
号

専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

▼
▼ 

承
認
第
１
号

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
１
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
共
施
設
等
整
備

基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

公
共
施
設
等
の
活
用
と
維
持
に
係

る
財
源
と
し
て
基
金
を
設
置
し
、

事
業
実
施
の
際
に
必
要
と
な
る
資

金
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

企
業
立
地
促
進
及
び
企
業
の
設
備

投
資
促
進
を
強
化
し
、
安
定
し
た

雇
用
を
創
出
す
る
た
め
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
２
号

か
す
み
が
う
ら
市
産
業
活
動
の
活
性

化
及
び
雇
用
機
会
の
創
出
の
た
め
の

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

承　
認

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

議
案
等
の
審
議
結
果

　
【
議
案
第
２
号
及
び
３
号
】

　
【
議
案
第
７
号
及
び
８
号
】
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行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
（
平
成

26
年
６
月
13
日
公
布
・
平
成
28
年

４
月
１
日
施
行
）
に
伴
い
、
関
係

条
例
を
整
理
す
る
た
め
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
18
号

行
政
不
服
審
査
法
の
全
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
19
号

か
す
み
が
う
ら
市
行
政
不
服
審
査
会

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
20
号

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
26
年
法
律
第
88
条
）
が
改

正
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
、
条
例
の

廃
止
及
び
一
部
改
正
を
す
る
た

め
、条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
10
号

か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健
康
保
険
出

産
費
資
金
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
国

民
健
康
保
険
条
例
第
５
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
出
産
育
児
一
時

金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
も
の
に
対
し
、
出
産
に
必

要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
制
度
で

す
。
出
産
育
児
一
時
金
を
出
産
す

る
医
療
機
関
へ
直
接
支
払
え
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
資
金
の
貸
付
を

利
用
す
る
も
の
が
お
ら
ず
、
今
後

も
貸
付
基
金
が
利
用
さ
れ
る
見
込

み
が
な
い
こ
と
か
ら
、
条
例
を
廃

止
す
る
も
の
で
す
。

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
、
政
令
及
び
省

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
11
号

か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
12
号

か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼ 

議
案
第
13
号

か
す
み
が
う
ら
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

消
費
者
安
全
法
第
10
条
の
２
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に

情
報
の
安
全
管
理
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て
市
民
の
消

費
生
活
に
関
す
る
相
談
や
苦
情
を

適
正
か
つ
効
果
的
に
処
理
し
、
消

費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
目
的

に
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
14
号

か
す
み
が
う
ら
市
学
区
審
議
会
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

霞
ヶ
浦
地
区
の
学
校
統
廃
合
に
伴

う
学
校
数
の
変
更
に
よ
り
、
学
区

審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
改
正
す

る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
15
号

か
す
み
が
う
ら
市
旧
学
校
体
育
施
設

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

霞
ヶ
浦
地
区
の
小
学
校
統
廃
合
に

伴
い
、
今
年
度
末
を
持
っ
て
廃
止
と

な
る
小
学
校
体
育
施
設
の
恒
久
的

な
取
り
扱
い
が
決
定
す
る
ま
で
の

間
、
暫
定
的
に
施
設
を
利
用
す
る

た
め
、条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
16
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
民
館
設
置
及
び

管
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

中
学
校
区
毎
の
地
区
公
民
館
を
活

動
事
業
展
開
す
る
こ
と
に
伴
い
、

既
存
の
地
区
公
民
館
施
設
を
廃
止

す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
17
号

か
す
み
が
う
ら
市
旧
地
区
公
民
館
設

置
及
び
管
理
等
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

霞
ヶ
浦
地
区
の
小
学
校
統
廃
合
と

同
時
に
、
今
年
度
末
を
持
っ
て
廃

止
と
な
る
霞
ヶ
浦
地
区
の
地
区
公

民
館
施
設
の
恒
久
的
な
取
り
扱
い

が
決
定
す
る
ま
で
の
間
、
暫
定
的

に
施
設
を
利
用
す
る
た
め
、
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。 可　

決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

　
【
議
案
第
11
号
及
び
12
号
】

　
【
議
案
第
18
号
及
び
19
号
】



4KASUMIGAURA

３月定例会提出議案
▼
▼ 

議
案
第
21
号

か
す
み
が
う
ら
市
火
災
予
防
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て「

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構

造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器

具
等
の
取
扱
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」（
平

成
27
年
総
務
省
令
第
93
号
）
が
公

布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼ 

議
案
第
22
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　
▼
▼ 

議
案
第
23
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

　
▼
▼ 

議
案
第
24
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　
▼
▼ 

議
案
第
25
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

▼
▼ 

議
案
第
26
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業

集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

▼
▼ 

議
案
第
27
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

　　
▼
▼ 

議
案
第
28
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
予
算

　
　

　
▼
▼ 

議
案
第
29
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

　
　▼

▼ 

議
案
第
30
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

　
　▼

▼ 

議
案
第
31
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
予
算 

　
　▼

▼ 

議
案
第
32
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業

集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
予
算

▼
▼ 

議
案
第
33
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
予
算

▼
▼ 

議
案
第
34
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道

事
業
会
計
予
算

▼
▼ 

議
案
第
35
号

か
す
み
が
う
ら
市
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

介
護
保
険
法
の
改
正
に
基
づ
き
、

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
「
小
規

模
な
通
所
介
護
」
を
「
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
」
に
移
行
す
る
た
め
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に

従
い
、条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　▼
▼ 

議
案
第
36
号

か
す
み
が
う
ら
市
土
砂
等
に
よ
る
土

地
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

か
す
み
が
う
ら
市
内
に
お
い
て
土

砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
等
を
行

う
事
業
者
に
対
し
、
指
導
権
限
の

強
化
を
図
り
、
市
民
の
生
活
環
境

の
保
全
及
び
災
害
の
防
止
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼
発
議
第
１
号

新
た
な
広
域
ご
み
処
理
施
設
に
係
る

財
政
措
置
の
強
化
拡
充
を
求
め
る
意

見
書
（
案
）

　
委
員
会
へ
の
調
査
付
託
の
件

　
閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て

　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て

　
▼
▼
請
願
第
１
号

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
国
会
で
批
准
し
な
い

こ
と
を
求
め
る
請
願

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

趣
旨
採
択

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

決　
定

決　
定

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決


